
 

 

公益財団法人 セントケア奨学財団 

評議員、理事及び監事の報酬等並びに費用に関する規程 

 

（目的及び意義） 

第１条 この規程は、公益財団法人セントケア奨学財団（以下「当法人」とい

う。）の定款第 17 条及び第 34 条の規定に基づき、評議員、理事及び監

事（以下「役員等」という。）の報酬等並びに費用に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(１) 常勤理事とは、理事のうち、当法人を主たる勤務場所とし週３日以

上勤務する者をいう。 

(２) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律第５条第 13 号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価とし

て受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいか

んを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。 

(３) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費（宿泊

費含む）、手数料等の経費をいう。 

 

（報酬の支給） 

第３条 評議員の報酬は、集合型、Web 型、TV 型等その開催形式を問わず評議

員会に出席する毎に、１日につき 20,000 円（源泉徴収後）とする。

また、定款第 25 条に定める決議の省略に基づき提案について審議する

場合も 20,000 円（源泉徴収後）とする。ただし、定款第 17 条の定め

た全評議員の報酬の年額の総額を超えるときは、これを支給しない。 

２ 常勤理事の報酬は、月額 200,000 円とする。 

３ 常勤理事以外の理事の報酬は、集合型、Web 型、TV 型等その開催形式

を問わず理事会又は評議員会に出席する毎に、１日につき 20,000 円

（源泉徴収後）とする。また、定款第 41 条に定める決議の省略に基づ

き、提案について審議する場合も 20,000 円（源泉徴収後）とする。 

４ 監事の報酬は、次に定める額の合計額とする。 



(１) 会計監査・業務監査の報酬として、１年度につき 200,000 円 

(２) 集合型、Web 型、TV 型等その開催形式を問わず理事会又は評議

員会に出席する毎に、１日につき 20,000 円（源泉徴収後） 

(３) 定款第 25 条、同第 41 条に定める決議の省略に基づく提案につ

いてその内容を検討し異議の有無を表明する場合の報酬は支払

わないものとする。 

５ 役員（理事及び監事）には役員賞与及び退職慰労金を支給しない。また、

前各号の規程にかかわらずセントケア・グループに所属する当法人の役

員または評議員（セントケア・ホールディング㈱および当該社が発行済

株式の 100%を保有する完全子会社となる株式会社の会社法に定める役

員およびその会社と雇用関係を有する者で当法人の役員または評議員

にある者）については無報酬とする。 

６ 理事及び監事の報酬は毎年総額 400 万円を越えないものとする。 

 

（報酬の額の決定） 

第４条 当法人の常勤理事の報酬月額の変更は、評議員会の決議による。 

 

（報酬等並びに費用の支給方法） 

第５条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名

義の金融機関口座に振り込むことができる。 

２ 支給日については、報酬発生の当月末日に支払うものとする。 

 

（費 用） 

第６条 当法人は役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、

これを請求のあった日から遅滞なく実費で支払うものとし、また前払い

を要するものについては前もって支払うものとする。 

２ 常勤理事には、通勤に要する通勤手当として、公共交通機関による最

短経路での自宅から勤務地までに要する費用を定期代または実費にて

支給うものとする。 

 

（旅費交通費の支給） 

第７条 役員等が遠隔地から評議員会及び理事会に出席する場合又は役員等が

当法人の業務上の必要性に基づいて出張する場合には、別表に定める基

準に準じて、その費用を支給することができる。 

 

 



（公 表） 

第８条 当法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律第 20 条第１項に定める報酬等の支給の基準として公表

するものとする。 

 

（改 正） 

第９条 この規程の改正は、評議員会の決議を経て行う。 

 

（補 則） 

第 10 条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事（理事長）が別に定め

る。 

 

附 則 

 

この規程は、当法人の設立日（2021 年８月２日）から適用する。 

 

（改定日）2022 年３月 28 日 

 

 

（別 表） 

 

１．会議等への出席に対する旅費交通費 

100ｋｍ以内は支給しない。 

100ｋｍ以上は遠隔地交通費として実費を支給する。 

遠隔地交通費実費の算出根拠は以下のとおりとする。 

イ) 新幹線は普通車（普通指定席）とする。 

ロ) 航空機はエコノミークラスとする。 

ハ) 最寄りの新幹線駅または最寄りの空港より東京都内の新幹

線駅または空港までの実費とする。 

 

  ２．宿泊費 

   実費を支給する。 

 

３．その他経費 

その他職務の遂行に伴って発生した費用に関しては実費を支給

する。 


